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新城市議会の議員の期末手当の特例に関する条例の制定

新城市議会の議員の期末手当の特例に関する条例を別紙のとおり定めるものとする。
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理 由

この案を提出するのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための施

策の財源を確保するため必要があるからである。



新城市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

議会の議員の期末手当の額は、令和２年６月１日から同月３０日までの間において、

新城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年新城市条例第

５０号）第６条第２項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に１００分の

３０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

を減じた額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

２ この条例は、令和２年６月３０日限り、その効力を失う。


